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平
成
27
年
度
か
ら
、
新
し
い
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度
が

は
じ
ま
り
ま
す
。
新
し
い
制
度
に
向
け
て
、「
高
島
市
子
ど
も・

子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
を
策
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
計
画
の
内
容
は
、「
高
島
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
」
で

審
議
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
に
お
い
て
、
広
く
皆
さ
ん
の
ご
意
見

を
お
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
市
民
委
員
を
募
集
し
ま

す
。

▼
募
集
人
数　
２
人
以
内

▼
応
募
資
格

　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

　
①
平
成
25
年
４
月
１
日
現
在
で
満
20
歳
以
上
の
方

　
②
高
島
市
内
に
住
民
票
が
あ
る
方

③
小
学
生
以
下
の
子
ど
も
の
子
育
て
を
し
て
い
る
保
護
者
ま　
　

た
は
子
育
て
に
関
心
の
あ
る
方

　
④
平
日
昼
間
の
会
議
に
出
席
で
き
る
方

▼
任
期　
委
嘱
の
日
か
ら
３
年
間

▼
募
集
期
間　
８
月
１
日
（
木
）
～
16
日
（
金
）

▼
応
募
方
法　
指
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
お
よ
び
応
募
動

機
を
記
入
の
う
え
、
持
参
、
郵
送
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
で
、
子

育
て
支
援
課
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
要
項
・
応
募
用
紙
は
、
子
育
て
支
援
課
で
配
布
の
ほ
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
選
考
方
法
等　
書
類
選
考

・
応
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育
て
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援
課
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５
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　市では、企業活動支援制度を２年間延長し、事業所が行う設備投資
や労働環境の整備、また地元雇用の増進を応援します。

▼奨励金の額
　新規設備投資に対する固定資産
税の２分の１相当額を３年間交付
します。
▼交付対象
　事業のために使う建物、機械・
器具・備品等を新設または増設さ
れ、固定資産税が課税された場合。

（今年度は、平成 22 年～平成 24
年中に投資をされた分が対象）
▼申請期間
　平成 25 年度分の固定資産税を
全額納付された後、平成 26 年３
月 31 日まで

▼助成金の額
　施設整備に必要な経費の 10 分の
１以内の額を交付します。

（単年度１企業あたりの交付限度額
は３００万円）
▼交付対象

①従業員宿舎、②付属福利厚生　　
施設、③駐車場、④緑地、
⑤託児所、⑥託老所など

　事業費が１件１００万円（従業員
20 人以下の企業にあっては 50 万
円）以上の従業員の福利厚生施設を
整備する事業で、今年度は４月１日
にさかのぼって、年度内に完了する
事業を対象とします。　
▼申請期間
　第１回目の審査を 10 月中旬に予
定していますので、対象事業のある
企業は、９月 30 日（月）までに交
付申請を行ってください。

○奨励金および助成金は、交付する額の２分の１を地域通貨アイカで支払います。

▼奨励金の額
　増加した従業員一人当たり 10
万円（障がい者は 20 万円）を交
付します。
▼交付対象
　基準日（１月１日）前１年間で
市内従業員を増員した企業。（今
年度は、平成 25 年１月１日と平
成 26 年１月１日を比較。）
　なお、常時雇用する従業員数に
よって要件が異なります。
・10 人以下の企業…１人以上増員
・11 ～ 20 人の企業…２人以上増員
・21 人以上の企業…５人以上増員
（注）常時雇用する従業員数は基
準日の１年前の市内事業所におけ
る総従業員数により判断します。
▼申請期間
平成 26 年１月１日～３月 31 日

がんばる事業所を応援します

設備投資奨励金

雇用増進奨励金 労働環境改善助成金

　今回の延長により、雇用増進奨励金と労働環境改善助成金は、平成 25 年度と 26 年度の２年間、適用することにな
ります。設備投資奨励金は、平成 25 年および 26 年中に投資を行われた資産を対象として、この資産に固定資産税が
課税されてから３年間、交付することになります。詳しくはお問い合わせください。

お知らせ拡大版

商工振興課　 （25）8514

防災・環境３

教育・文化・スポーツ、子育て支援・女性４

一体感のあるまちづくり５

財政課　 （25）8111

　美しく自然豊かで住み良いまちを目指し、再生可能エネルギーや省エネルギーを推進する
観点から、太陽光発電装置等の設置に対して助成を行います。

（住宅用太陽光発電システム設置補助金等）

　防災行政無線の受信環境向上のため、
安曇川町北船木・南船木地域、高島伊黒
地域に中継基地局を設置します。また、
戸別受信機の受信感度実態調査等を踏ま
え、戸別屋外アンテナを設置します。

（防災行政無線整備事業）

　高島市小水力発電推進協議会において、小
水力発電等の再生可能エネルギーの導入に向
けた調査・研究や普及啓発を行います。また、
市民や事業者が行う小水力発電導入の取り組
みのモデルとなる事業を支援します。

（小水力発電推進事業）

関連記事Ｐ 13▲

　教育環境の向上と児童、生徒の健康管
理を図るため、計画的にエアコンの設置
を推進します。
　今年度は、平成 26 年度に設置を予定
している学校の実施設計を行います。
●平成 26 年度設置予定校
　朽木東小、安曇小、高島小、本庄小、
新旭南小、マキノ中、朽木中、安曇川中

（小・中学校空調設備整備事業）

　市政の重要な課題や市民生活に関係の深い問
題、市の施策などに関して、市民意識を直接か
つ広く把握し、市政に反映させるため、市政モ
ニター制度を実施します。

（市政モニター事業）
関連記事Ｐ８ ▲

　整備後 27 年が経過し、老朽化が
進む新旭森林スポーツ公園の野球
場、多目的グラウンド等施設の大規
模改修を行います。

（新旭森林スポーツ公園改修事業）

　調査結果を基に、危険度の高い橋に
ついて修繕、耐震化を行い、道路網の
安全性、信頼性を確保します。
・マキノ町寺久保橋外３橋
・新旭町針江大川橋外２橋
（橋梁長寿命化事業）

防災行政無線を整備 小水力発電を推進

小・中学校へのエアコン
整備に向けた実施設計

広く市民の声を聞く
市政モニター制度実施

太陽光発電設置に助成

新旭森林スポーツ公園
を大規模改修

危険度の高い橋を
修繕、耐震化

1,553 万円

35 万円

720 万円

127 万円

4,623 万円

3 億 3,252 万円

1 億 3,409 万円
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